
苦情解決のための仕組みについて 

                          社会福祉法人 大社福祉会 こぐま保育園 

 

 

利用者（保護者） 

 （責任者の段階の相談で納得いかない場合には、 

          第三者委員に直接相談し、話し合いへの立会い 

          ・助言を求める事が出来ます） 

 

 

 

 

苦情等の受付担当者 

（苦情等の受付、記録） 

（担当：主任保育士  石倉 幸恵） 

 

 

 

 

 

 

 

      （保護者の求めに応じて報告します） 

 

  

 

 

苦情等の解決責任者 

（話し合いにより苦情等を解決します） 

（責任者：園長 栂 恭子） 

 

 

 

 

※相談解決の結果（改善事項）は口頭及び文書で責任者よりご報告申し上げます。 

※以上の仕組みで解決できない苦情は島根県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立

てることができます。          （ＴＥＬ０８５２－３２－５９１３） 

 

第三者委員 

（必要に応じて話し合いに立ち会います） 

【第三者委員】 

   川光 栄子      0853-31-4455 

   藤井 豊子      0853-53-3716 



令和 5年度苦情・相談報告書 

 

時期 申出人 苦情・相談内容 対応及び結果 

5 月 保護者 

噛みつきが2度あり、いじ

めにあっているのではな

いかと相談がありました 

クラスの子どもたちのか

かわりの様子やこの年齢

の子どもの発達について

話をし、またていねいに

見守っていくことを伝え

ました 

年齢があがるとほとんど

噛みつきはなくなりまし

た 

9 月 保護者 

懇談会で年長に向かって

の活動への協力を担任か

ら聞いたが、はっきり活

動の内容がわからなくて

不安に感じたし、強制の

ように聞こえたと指摘が

ありました 

詳しく活動をお話し、決

して強制ではないこと、

ただ保護者さんの協力が

ないと活動ができないと

いうこともあり、見通し

を持っておいてほしいと

いう思いから担任がお話

させてもらったことなど

を丁寧に伝えました 

また、担任とも伝え方に

ついて話し合いをしまし

た 

10 月 保護者 

運動会が2回に分かれてお

り、自営やサービス業に

勤めているとお休みがと

りにくいので、1 回で終わ

らせてほしいと要望があ

りました 

コロナ感染対策のため2回

に分けていたが、令和6年

度からは1回で終わるよう

なやり方をしていきたい

と考えていると伝えまし

た 

 


